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特 集 銀行の未来を創るパートナーを目指して

銀行で強まる協業の動き

　今日、インターネットを利用する人の割合

は、日々IT に親しんでいる若年層に限らず

全世代で増加している。60 歳以上のシニア

層でさえ、インターネットをほぼ毎日利用す

る人は 2009 年の 524 万人から、2014 年に

は884万人へ約1.7倍に増えたと野村総合研

究所（NRI）では推計している（総務省「通

信利用動向調査」、総務省統計局「日本の推

計人口」、NRI「生活者 1 万人アンケート調

査」に基づく）。

　このため、銀行は今後、非対面チャネルに

おいて各世代の顧客に合わせた多種多様な

サービスを展開していくことが必要になって

いるが、自社のみでこのニーズに応えること

が難しいことから、さまざまなパートナーと

協業する動きが活発化してきている。

API連係によるサービスの拡大

　2015年10月、共同利用型のインターネッ

トバンキングサービス「AnserParaSOL」を

提供している NTT データは、サービスに

API 連係機能を追加すると発表した。API

（Application Programming Interface）とは

ソフトウェア同士がデータをやり取りする形

式を定めた規約で、この規約に対応したシス

テム間で、必要な範囲の情報を安全に授受す

ることが可能となる。

　これにより、「AnserParaSOL」を利用して

いる銀行の顧客が、日本のFinTech企業の1

つであるマネーフォワードへの情報連係に同

意すれば、マネーフォワードのサービス上か

ら、インターネットバンキングにログインす

ることなく残高や入出金履歴を照会できるよ

うになる。今後、このような協業が銀行間や

銀行とFinTech企業などとの間で盛んになっ

ていくと思われる。

共有型プラットフォームへの期待
　

　上記の事例では、APIは限られた事業者に

のみ公開されているが、広く仕様が公開され

たオープンなAPIになると、FinTech企業な

どによって生み出される新しいサービスを顧
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客チャネルに取り込む

ことが容易になる。

　そこで、金融機関に

もサービス提供者に

も依存しないAPIと、

サービスを接続するた

めの共有型プラット

フォームを構築するこ

とを考えてみよう（図

1 参照）。この仕組み

により、金融機関はさ

まざまなサービスから

自社の戦略に適したも

のを採用することが容

易となり、サービス提

供者は、共通のAPIを利用する金融機関が増

えれば、それだけ自社サービスの利用者を増

やせることになる。

　このようなオープンなAPIの策定や運用に

はいくつかの課題が考えられる。API策定の

段階では、金融機関の情報を取得したり操作

したりできる範囲について金融機関との調整

が必要となるであろう。利用者保護の観点に

とらわれるあまり柔軟な仕様にできなかった

場合には、多様なサービスの開発が難しくな

る可能性がある。運用の段階では、各金融機

関の既存システムとAPI連係のための機能開

発・保守が課題となる。そのため、各金融機

関、勘定系システムのベンダー間で対応の仕

方をできるだけ共通化し、第三者が運営する

共有型プラットフォームに機能を集約するこ

とにより、金融機関やベンダーの対応範囲を

小さくすることなどが必要になる。

　オープンな API の策定や共有型プラット

フォームの構築には、個々の金融機関やサー

ビス提供者の利害を超えた、第三者的立場の

パートナーが適任であろう。パートナーに

は、法制度や業界に関する知識、セキュリ

ティやソリューションまで幅広く課題に対応

できる技術や経験も必要である。

共に検討できるパートナーを

　昨今は、所有からシェア（共同で利用）へ

という流れが強まっている。複数の利用者が

いて実績もある共有型サービスは、コストだ

けでなくリスク対策の面でも有効と考えられ

る。そのため、金融機関でも共有型のサービ

スが有効なケースが増えていくと思われる。

金融機関は、そのようなサービスや技術、ま

た共有型プラットフォーム上でのサービスの

展開について共に検討できるパートナーを見

つけることが望ましい。 ■

図1　共有型プラットフォームのイメージ
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